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１ 策定の趣旨 
総合計画は、長期的なまちづくりの基本的な方向性を定めた市政運営の指針となるものです。 

前総合計画（2011年（平成23年）～2020年（令和2年））では、掲げた政策・施策の実施に

より、52,000人を目標人口としていましたが、少子高齢化により人口減少は進み、今後もそ

の傾向が続くことが予想されます。 

このように人口が減少し続けるということを現実として受け止め、目指す将来像・目標を明

らかにし、将来にわたりまちの活力を保ち続けるため、また本市の魅力を未来に引き継いでい

くため２０３０赤穂市総合計画（以下「本計画」という。）を策定します。 

２ 計画の位置づけ 
本計画は、市政運営における最上位の計画として位置づけるとともに、市民・各種団体・事

業者・行政が協働してまちづくりを進めていくための方向性を示す基本的な指針となるもの

です。 

３ 計画の構成 
本計画は、「基本構想」と、「基本計画」および「実施計画」で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の概要 第 1章 

本計画は、「基本構想」と、「基本計画」および「実施計画」で構成します。本計画は、「基本構想」と、「基本計画」および「実施計画」で構成します。本計画は、「基本構想」と、「基本計画」および「実施計画」で構成します。
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1960年（昭和35年）ごろの城下町の全景 

 
 

2020年（令和2年）現在 




